
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇“今の子どもには、３つの「間（ま）」が足りない” 

かなり前の新聞記事です。上記のタイトルの記事が新聞に掲載されていました。３つの「間」と

は、「仲間」、「空間」、「時間」だそうです。仲間とは一緒に遊ぶ仲間、空間とは十分に体を動かす

スペース、時間とは思い切り遊ぶ時間だそうです。記事の最後は、“こうした状態を放置しておけ

ば、子どもの発達にも深刻な影響を及ぼしかねない”という文章で結ばれていました。 

実際、私たちが子どもの時のように、家の周りや公園などで集団で遊んでいる子どもたちを見る

機会が少なくなっています。その理由としては、現代の交通事情や住宅事情の変化によって、子ど

もたちが集団で遊ぶ「広場や空き地」がなくなりつつあることや不審者への対応等によって危機感

が生まれ、保護者や大人の管理下以外では遊ばせることができなくなった側面もあります。 

また、「現代っ子 晴れた日でも 家の中」と言われるように室内でのゲーム遊びやカード遊び

等、子どもたちの生活や遊び方の変化にも大きな理由があります。遊びは子どもの発達や人間とし

て成長していくために非常に大きな役割を果たします。幼児期には、遊びそのものが身体のさまざ

まな機能を発達させ、運動能力を向上させていきます。小学校の学童期には遊びの場面を通して

多くの人と関わり、運動能力だけでなく、社会生活を営んでいくために必要な社会性や集団性を

身に付けます。中学校でも小学校の延長であると同時に、勉強の合間の息抜きや、ストレス解消と

いった意味合いもあるかもしれません。いずれにしろ、この時期の社会経験が大切だと思われま

す。言い換えれば、遊びを通して、“身体機能の向上”だけでなく、“知的能力の向上”や“集団性

や社会性の涵養”を身に付けていくのです。 

学校内の遊びに目を向けてみましょう。昼休み、子どもたちは中庭でバレーボールやバスケット

ボールをしたりして遊んだり、図書室で本を読んだりします。同じクラスや同じ学年で遊ぶことがほ

とんどですが、時には異学年で遊ぶこともあります。このような遊びの中では、「ルールに従うこと

の重要性」や「ルールを作ることの意味」を知り、「他の友達と楽しく遊ぶためには、いかに関わる

か」「多くの友達と仲良くするためには、どのような接し方が必要なのか」「遊びを長続きさせたり、

発展させたりするためには、いかにこの友達と接すればよいか」など、無意識のうちに頭を働かせ、

「人との関わり」の中で必要なことを身に付けていきます。いわゆる「生きる力の基礎・基本づくり」

です。 

子どもたちは、いろいろな「仲間」、「空間」、「時間」を有効に使っているように思えます。このよ

うな遊びや活動には、前頭葉機能を発達させる可能性が大いに秘められているともいわれていま

す。学校でも家庭でも、また地域でも、日々の遊びや活動を見直し、子どもの“心と体”を大いに成

長させていきたいですね。 

また、図書館の利用も大切です。読書には、「楽しむために読む」「調べるために読む」「知的欲

求を満たすために読む」など様々な側面があります。読書は、言葉を学び、表現力や創造力を高

め、知性や感性を豊かにし、子どもが人生をより豊かに深く生きるために欠くことのできないもの

です。そのためには、子どもの発達段階に応じた読書活動が大切です。 

板櫃中学校では、生徒が読書に親しむための環境づくりとして、学校図書館職員の阿部先生が

本と出会い、親しむことができる環境づくりに努めています。本当にきれいに整理された図書室で

す。板櫃中学校では、すべての生徒が、自主的に、いつでもどこでも読書活動ができるようにする

ための推進体制の整備に努めていきたいと考えています（学年の階や校長室前に学校文庫を準

備していますので、自由に読んでみましょう）。 
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＜学校教育目標＞ 
自立 ・ 共生～自立心にあふれ、他を思いやる心をもった生徒の
育成～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 「時を守り、場を清め、礼を正す」生徒（凡事徹底） 
② 自ら考え、正しく判断し、進んで学習や諸活動に取り組む生徒
（自立） 

③ 思いやりの心をもち、協力し合って集団生活の向上に努める
生徒（共生） 

④ 与えられた仕事に対し、役割を果たすことのできる生徒（責
任） 

板 櫃 
いたびつ ＜校訓＞ 

真理の探究 
自主躍進 

現代の子どもに足りないもの・・・それは「３つの間（ま）」 

それは「３つの間」  
【保護者の皆様へ】令和５年度 交通安全について 

このことについて、下記の通り、北九州市教育委員会生徒指導課、文部科学省総合教育政策局男女共

同参画共生社会学習・安全課より通知がありました。 

ついては、安全な道路交通環境づくりの促進について学校も機会を見て指導していきますが、ご家

庭でも交通安全についてお話をしていただけたらと思います。 

＜通知文概要＞ 

① 自転車乗車時におけるヘルメット着用が努力義務化されたことについて、児童生徒に改めて周知す

るとともに、自転車利用に関するルール遵守やマナーに関する指導の徹底をお願いします。 

② 今年に入り福岡県内で交通死亡事故が多発しているため、４月１９日、福岡県知事が「交通死亡事故

警戒宣言」を発令しました。交通ルールやマナーを守り、少し遠回りでも横断歩道を利用するなど、交

通事故防止に努めるよう指導の徹底をお願いします。 

③ 中学生に対する交通安全教育の推進 

  中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車で安全に

道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する場合は、思い

やりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする

こと。 

交通安全教育の実施にあたっては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、学習指導

要領等に基づく保健体育科、特別活動はもとより各教科等の特質に応じ、学校の教育活動全体を通じ

て、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自動車の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急

手当等について重点的に指導すること。 

 また、自転車乗車時における乗車用ヘルメット着用の努力義務化、自転車で路側帯を通行する際の左

側通行、自転車による危険な交通違反を繰り返した者に対する自転車運転者講習制度などの内容も踏

まえ、中学生の自転車利用に関するルール遵守やマナーに関する指導を徹底すること 

 


